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一
、
は
じ
め
に

　

現
存
す
る
常
陸
国
風
土
記
は
省
略
本
で
あ
る
。
総
記
と
行
方
郡
の
記
事
以

外
に
は
「
以
下
略
之
」「
最
前
略
之
」
な
ど
と
あ
り１
、
今
そ
の
全
貌
を
確
認

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
省
略
本
で
は
あ
る
も
の
の
、
志
田
諄
一
が
、

当
国
風
土
記
の
特
徴
と
し
て
倭
武
天
皇
と
神
社
や
祭
祀
由
来
に
関
す
る
記
事

が
多
い
こ
と
を
指
摘２
し
、
秋
本
吉
徳
が
、
省
略
が
施
さ
れ
て
い
な
い
行
方
郡

の
記
事
内
容
が
「
ほ
ぼ
神
々
（
神
社
）
に
関
す
る
伝
承
と
、
い
わ
ゆ
る
蝦
夷

征
討
の
伝
承
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
」
こ
と
、
省
略
が
施
さ
れ
た
他
郡
の

記
事
も
同
様
の
傾
向
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る３
。
ま
た
そ
の
編
述
者

に
つ
い
て
は
、
関
与
が
指
摘
さ
れ
る
人
物
と
し
て
藤
原
宇
合
、
高
橋
虫
麻
呂
、

石
川
難
波
麻
呂
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
定
説
を
み
て
い
な
い４
。
そ
う
し
た
中

で
小
島
憲
之
は
、
常
陸
国
に
赴
任
し
た
官
人
で
「
漢
籍
を
読
破
し
、
表
現
力

の
巧
み
な
者
」
に
よ
る
編
纂
で
あ
る
と
し
た５
。
記
事
の
内
容
、
文
章
表
現
か

ら
導
か
れ
た
見
解
で
あ
り
、
本
稿
も
そ
う
し
た
人
物
像
を
当
国
風
土
記
の
編

述
者
と
し
て
想
定
す
る
。

　

常
陸
国
風
土
記
は
一
定
の
編
纂
方
針
を
持
ち
、
文
章
を
書
く
こ
と
に
対
し

て
意
識
の
高
い
人
物
の
手
に
よ
り
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
性
格

を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
行
方
郡
に
記
載
さ
れ
た
夜
刀
神
の
伝
承
を
考
察
す

る
。Ａ

古
老
曰
、
石
村
玉
穂
宮
大
八
洲
所
馭
天
皇
之
世
、
有p

人
。
箭
括
氏
麻

多
智
、
截w

自p

郡
西
谷
之
葦
原q

墾
闢
新
治p

田
。
此
時
、
⒜
夜
刀
神
、

相
群
引
率
、
悉
尽
到
来
、
左
右
防
障
、
勿p

令w

耕
佃z 

⒝〔
俗
云
、
謂p

蛇

為w

夜
刀
神z

其
形
蛇
身
頭
角
。
率
引
免p

難
時
、
有w

見
人q

者
、
破w

滅
家
門a

子
孫
不p

継
。
凡
此
郡
側
郊
原
、
甚
多
所p

住
之
。〕 

於p

是
、

⒞
麻
多
智
、
大
起w

怒
情a

着w

被
甲
鎧q

之
、
自
身
執p

仗
、
打
殺
駈
逐
。

乃
至w

山
口a

標
梲
置w

堺
堀a

告w

夜
刀
神q

云
、
⒟「
自p

此
以
上
、
聴

p

為w

神
地z

自p

此
以
下
、
須p

作w

人
田z 

自p

今
以
後
、
吾
為w

神
祝a

永
代
敬
祭
。
冀
勿p

祟
勿p

恨
」、
設p

社
初
祭
者
。
即
還
、
発w

耕
田
一

十
町
余a

⒠
麻
多
智
子
孫
、
相
承
到p

祭
、
至p

今4

不p

絶
。

Ｂ
⒡
其
後
、
至w

難
波
長
柄
豊
前
大
宮
臨
軒
天
皇
之
世a

⒢
壬
生
連
麿
、
初

占w

其
谷a
令p
築w

池
堤z 

時
、
夜
刀
神
昇w

集
池
辺
之
椎
株a

経p

時

　

夜
刀
神
の
伝
承
に
つ
い
て

赤　

塚　
　
　

史
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不p

去
。
於p

是
、
麿
、
⒣
挙p

声
大
言
、「
令p

修w

此
池a

要
在p

活p

民
。

何
神
誰
祇
、
不p

従w

風
化z

」
即
、
令w

伇
民q

云
、「
⒤
目
見
雑
物
、
魚

虫
之
類
、
無p

所w

憚
懼a

随
尽
打
殺
」、
言
了
応
時
、
神
蛇
避
隠
。

⒥
所p
謂
其
池
、
今4

号w

椎
井
池z 

池
回
椎
株
。
清
泉
所p

出
、
取p

井
名

p

池
。
即
、
向w
香
島q

陸
之
駅
道
也
。

考
察
の
便
宜
上
、
夜
刀
神
伝
承
の
前
半
部
を
麻
多
智
の
伝
承
Ａ
と
し
て
、
後

半
部
を
麿
の
伝
承
Ｂ
と
し
て
二
つ
に
分
け
た
。
内
容
を
簡
単
に
確
認
す
る

と
、
Ａ
の
伝
承
で
は
継
体
天
皇
の
世
に
箭
括
氏
麻
多
智
と
い
う
人
物
が
開
墾

耕
作
を
妨
げ
る
夜
刀
神
を
追
い
払
い
、
人
の
領
域
と
神
の
領
域
を
定
め
て
祭

祀
を
始
め
、
そ
の
祭
祀
は
風
土
記
編
纂
の
「
今
」
も
続
く
と
結
ぶ
。
そ
の
後

の
こ
と
と
さ
れ
る
Ｂ
の
伝
承
で
は
、
孝
徳
天
皇
の
時
代
に
中
央
か
ら
派
遣
さ

れ
た
壬
生
連
麿
が
、
谷
の
占
有
と
池
の
築
造
を
邪
魔
し
朝
廷
の
「
風
化
」
に

従
わ
な
い
夜
刀
神
を
「
魚
虫
之
類
」
と
呼
び
、
恐
れ
る
こ
と
な
く
打
殺
す
よ

う
「
伇
民
」
に
命
じ
、「
神
蛇
」
を
追
い
払
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
伝
承
の
最
後
に
は
麿
が
築
い
た
池
が
「
今
」
も
な
お
、
椎
井
の
池
と
い

う
名
で
残
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
麻
多
智
は
、
子
々
孫
々
が
そ
の
地
に

お
け
る
祭
祀
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
在
地
の
首
長
的
存
在
と
し

て
、
そ
し
て
麿
は
言
う
ま
で
も
な
く
王
権
の
代
行
者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
夜

刀
神
に
対
し
て
い
る
。

二
、
箭
括
氏
麻
多
智
の
伝
承
と
討
伐
伝
承

　

Ａ
の
箭
括
氏
麻
多
智
の
伝
承
か
ら
考
察
す
る
。
麻
多
智
と
夜
刀
神
の
話
は

時
代
が
継
体
朝
に
設
定
さ
れ
、
ま
ず
夜
刀
神
が
ど
の
よ
う
な
神
で
あ
っ
た
か

が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
、
本
文
中
で
は
「
夜
刀
神
、
相
群
引
率
、

悉
尽
到
来
、
左
右
防
障
、
勿p

令w

耕
佃q

」（
傍
線
部
⒜
）
と
さ
れ
、
ま
た
「
俗

云
」
と
い
う
注
記
の
中
で
は
「
謂p

蛇
為w

夜
刀
神z

其
形
蛇
身
頭
角
。
率
引

免p

難
時
、
有w

見
人q

者
、
破w

滅
家
門a

子
孫
不p

継
。
凡
此
郡
側
郊
原
、

甚
多
所p

住
之
」（
傍
線
部
⒝
）
と
さ
れ
る
。
夜
刀
神
は
群
に
な
り
横
行
し
て

耕
作
の
邪
魔
を
し
、
ま
た
こ
の
神
の
姿
を
見
た
者
の
家
は
破
滅
し
子
孫
が
絶

え
る
と
い
う
。
夜
刀
神
が
祟
り
神
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
祟
り
の
内
容
が

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
麻
多
智
は
、「
麻
多
智
、
大
起w

怒
情a

着w

被
甲
鎧q

之
、
自
身
執p

仗
、
打
殺
駈
逐
」（
傍
線
部
⒞
）
と
い
う
行
動
を
と
っ

た
。
彼
は
怒
り
武
装
し
、
自
ら
杖
を
持
っ
て
夜
刀
神
を
打
殺
し
駆
逐
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
麻
多
智
の
行
動
は
、
彼
が
司
祭
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
祭
式
の
中
で
の

所
作
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た６
が
、
麻
多
智
の
武
力
行
使
が
「
怒
情
」
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
一
連
の
武
装
、
武
力
行
使
は

「
怒
」
と
い
う
感
情
を
契
機
と
し
て
お
り
、
単
に
祭
式
と
い
う
面
か
ら
の
み

捉
え
る
訳
に
は
ゆ
か
な
い
だ
ろ
う
。
同
時
に
こ
の
伝
承
が
祭
祀
由
来
譚
で
あ

る
こ
と
も
ま
た
、
伝
承
後
半
の
内
容
か
ら
疑
え
ず
、
そ
の
上
で
多
田
一
臣
は

「
打
殺
駈
逐
」
と
い
う
表
現
の
不
自
然
さ
を
指
摘
し
た７
。
祭
祀
の
対
象
を
「
打

殺
駈
逐
」
す
る
と
い
う
の
は
た
し
か
に
異
様
で
あ
り
、
こ
の
表
現
を
含
め
麻

多
智
の
伝
承
は
、
討
伐
と
祭
祀
と
い
う
相
容
れ
な
い
要
素
を
持
ち
あ
わ
せ
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

多
田
は
、
祭
祀
の
対
象
を
「
打
殺
駈
逐
」
す
る
と
い
う
異
様
な
表
現
は
、

「
神
の
威
力
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
風
土
記
編
纂
者
の
論
理
」
が
反
映
さ
れ

た
も
の
だ
と
し
た
。
本
稿
は
こ
の
伝
承
が
、
常
陸
国
風
土
記
に
散
見
す
る
討

伐
伝
承
の
趣
き
を
持
つ
点
に
着
目
す
る
。
麻
多
智
が
怒
り
武
装
し
、
夜
刀
神



〔　　〕3

に
対
し
て
武
力
を
行
使
す
る
と
い
う
内
容
は
、
討
伐
伝
承
の
一
形
式
と
し
て

捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
討
伐
伝
承
と
し
て
の
要
素
は
夜
刀
神
の

描
写
に
も
表
れ
て
い
る
（
後
述
）。
本
節
で
は
、
夜
刀
神
の
描
か
れ
方
と
麻

多
智
の
姿
や
行
動
を
、
討
伐
伝
承
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
い
。

　

常
陸
国
風
土
記
に
は
多
く
の
討
伐
伝
承
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
そ

の
一
部
を
掲
げ
る
。

①
古
老
曰
、
昔
、
美
麻
貴
天
皇
馭
宇
之
世
、
為e

平w

討
東
夷
之
荒
賊a

〔
俗

云w

阿
良
夫
流
尓
斯
母
乃q
〕
遣e

新
治
国
造
祖
、
名
曰w

比
奈
良
珠
命z  

此
人
罷
到
、
即
穿w

新
井a
〔
今4

存w

新
治
里z

随p

時
致p

祭
。〕
其
水
浄

流
。
仍
以p

治p

井
、
因
着w

郡
号z
自p

尓
至p

今4

、
其
名
不p

改
。〔
風

俗
諺
云w

白
遠
新
治
之
国z

〕（
以
下
略
之
） 

【
新
治
郡
】

②
従p

此
以
西
、
高
来
里
。
古
老
曰
、
天
地
権
輿
、
草
木
言
語
之
時
、
自p

天

降
来
神
、
名
称w

普
都
大
神a

巡w

行
葦
原
中
津
之
国a

和w

平
山
河
荒

梗
之
類z 

大
神
、
化
道
已
畢
、
心
存p

帰p

天
。
即
時
、
隨p

身
器
仗
〔
俗

曰w

伊
川
乃z

〕、甲
戈
楯
剣
、及
所p

執
玉
珪
、悉
皆
脱
履
、留w
置
玆
地a

即
乗w

白
雲a

還w

昇
蒼
天z

（
以
下
略
之
） 
【
信
太
郡
】

③
古
老
曰
、
昔
、
在w

国
巣
〔
俗
語
、
都
知
久
母
。
又
云w

夜
都
賀
波
岐z
〕

山
之
佐
伯
・
野
之
佐
伯z

普
置w

堀
土
窟a

常
居p

穴
。
有w

人
来a
則

入p

窟
而
竄
之
、
其
人
去
、
更
出p

郊
以
遊
之
。
狼
性
梟
情
、
鼠
窺
掠
盗
。

無p

被w

招
慰a

弥
阻w

風
俗q

也
。
此
時
、
大
臣
族
黒
坂
命
、
伺w

候
出

遊
之
時a

茨
蕀
施w

穴
内a

即
縦w

騎
兵a

急
令w

逐
迫z

佐
伯
等
、
如

p

常
走w

帰
土
窟a

尽
繋w

茨
蕀a

衝
害
疾
死
散
。
故
取w

茨
蕀a

以
着w

県
名z

〔
所p

謂
茨
城
郡
、
今4

存w

那
珂
郡
之
西z

古
者
、
郡
家
所p

置
、

即
茨
城
郡
内
。
風
俗
諺
云w

水
依
茨
城
之
国z

〕
或
曰
、
山
之
佐
伯
・
野

之
佐
伯
、
自
為w

賊
長a

引w

率
徒
衆a

横w

行
国
中a

大
為w

劫
殺z

時

黒
坂
命
、
規w

滅
此
賊a

以p

茨
城p

造
。
所
以
、
地
名
便
謂w

茨
城q

焉
。

〔
茨
城
国
造
初
祖
、
多
祁
許
呂
命
、
仕w

息
長
帯
比
売
天
皇
之
朝a

当p 

至w

品
太
天
皇
之
誕
時a

多
祁
許
呂
命
、
有w

子
八
人a

中
男
筑
波
使
主

茨
城
郡
、
湯
坐
連
等
之
初
祖
。〕 

【
茨
城
郡
】

④
古
老
曰
、
斯
貴
瑞
垣
宮
大
八
洲
所
馭
天
皇
之
世
、
為p

平w

東
垂
之
荒

賊a

遣w

建
借
間
命z 

〔
即
此
那
賀
国
造
初
祖
。〕
引w

率
軍
士a

行
略w

凶
猾a 

頓w

宿
安
婆
之
島a

遥w

望
海
東
之
浦a

時
烟
所p

見
、
交
疑p

有

p

人
。
建
借
間
命
、
仰p

天
誓
曰
、「
若
有w

天
人
之
烟q

者
、
来
覆w

我
上z

若
有w

荒
賊
之
烟q

者
、
去
靡w

海
中q

」、
時
烟
射p

海
而
流
之
。
爰
、
自

知p

有w

凶
賊z

即
命w

従
衆a

褥
食
而
渡
。
於p

是
、
有i

国
栖
、
名
曰w

夜
尺
斯
夜
筑
斯q

二
人n

自
為w

首
帥a

堀p

穴
造p

堡
、
常
所w

居
住z  

覘w

伺
官
軍a

伏
衞
拒
抗
。
建
借
間
命
、
縦p

兵
駈
追
、
賊
尽
逋
還
、
閇

p

堡
固
禁
。
俄
而
、
建
借
間
命
、
大
起w

権
議a

校w

閲
敢
死
之
士a

伏w

隠
山
阿a

造w

備
滅p

賊
之
器a

厳
餝w

海
渚a

連p

舟
編p

栰
、
飛w

雲

蓋a

張w

虹
旌a

天
之
鳥
琴
、
天
之
鳥
笛
、
隨p

波
逐p

潮
、
杵
嶋
唱
曲

七
日
七
夜
遊
楽
歌
舞
。
于p

時
、
賊
黨
、
聞w

盛
音
楽a

挙p

房
、
男
女

悉
尽
出
来
、
傾p

浜
歓
咲
。
建
借
間
命
、
令w

騎
士
閇o

堡
、
自p

後
襲
撃
、

尽
囚w

種
属a

一
時
焚
滅
。此
時
、痛
殺
所p

言
、今4

、謂w

伊
多
久
之
郷a

臨
斬
所p

言
、
今4

、
謂w

布
都
奈
之
村a

安
殺
所p

言
、
今4

、
謂w

安
伐
之

里a

吉
殺
所p

言
、
今4

、
謂w

吉
前
之
邑z

 

【
行
方
郡
】

⑤
自p
此
以
北
、薩
都
里
。古
有w

国
栖z

名
曰w

土
雲z

爰
兎
上
命
、発p

兵

誅
滅
。
時
能
令p

殺
、「
福
哉
」
所p

言
。
因
名w

佐
都z

 

【
久
慈
郡
】

資
料
①
か
ら
⑤
の
う
ち
、
傍
線
で
示
し
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
に
お
け
る
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討
伐
す
る
側
の
様
子
を
記
し
た
部
分
、
波
線
部
は
討
伐
さ
れ
る
側
の
様
子
を

記
し
た
部
分
で
あ
る
。
詳
細
な
文
言
の
類
似
ま
で
は
指
摘
で
き
な
い
が
、
先

に
見
た
夜
刀
神
の
描
か
れ
方
と
麻
多
智
の
武
装
は
、
当
国
風
土
記
の
討
伐
伝

承
と
共
通
す
る
要
素
を
持
つ
。
③
の
記
事
は
茨
城
郡
の
郡
名
由
来
で
あ
る

が
、「
茨
城
」
と
い
う
地
名
は
、
黒
坂
命
な
る
人
物
が
異
族
「
山
之
佐
伯
・

野
之
佐
伯
」
を
茨
を
用
い
て
討
伐
し
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
討
伐
さ
れ

る
異
族
は
、
穴
に
住
み
人
の
目
を
盗
む
よ
う
に
生
活
し
、
土
地
の
風
習
か
ら

も
遠
ざ
か
っ
て
い
た
と
描
か
れ
る
。
こ
の
伝
承
に
は
「
或
曰
」
と
し
て
同
じ

黒
坂
命
に
よ
る
異
族
討
伐
の
別
伝
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
引w

率
徒
衆a

横w

行
国
中q

」
な
ど
と
描
か
れ
る
サ
エ
キ
ら
の
様
子
は
、
先
に
確
認
し
た
夜

刀
神
の
姿
に
重
な
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
ま
た
④
で
は
「
東
垂
之
荒
賊
」「
夜

尺
斯
・
夜
筑
斯
」
と
い
う
名
の
ク
ズ
が
、
集
団
を
率
い
て
朝
廷
に
抵
抗
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

夜
刀
神
の
描
か
れ
方
か
ら
は
、
神
の
姿
と
い
う
よ
り
も
討
伐
・
平
定
さ
れ

る
異
族
の
姿
が
連
想
さ
れ
る
。
夜
刀
神
は
、
あ
く
ま
で
「
神
」
と
記
さ
れ
る

が
、
そ
の
描
写
の
内
実
は
お
よ
そ
「
神
」
と
は
遠
く
、
祟
り
の
描
写
も
こ
の

神
の
神
威
を
語
る
と
い
う
よ
り
は
、
討
伐
さ
れ
る
ク
ズ
・
ツ
チ
グ
モ
・
サ
エ

キ
ら
と
同
等
に
描
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
夜
刀
神
の
異
族
的
な
性
格
は

「
俗
云
」
と
い
う
注
記
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
土
地
の
言
葉

で
蛇
の
こ
と
を
夜
刀
神
と
言
う
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
編
述
者
に
と
っ
て
は

「
蛇
」
で
あ
る
が
土
地
の
者
は
そ
れ
を
「
神
」
と
呼
ん
で
い
る
、
と
い
う
内

容
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
注
記
に
は
編
述
者
に
よ
る
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
よ

う８
。
な
お
「
俗
云
」
と
い
う
注
記
形
式
と
当
国
風
土
記
の
異
族
観
に
つ
い
て

見
て
い
き
た
い
。

　

ク
ズ
・
ツ
チ
グ
モ
・
サ
エ
キ
な
ど
の
異
族
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も
の
と

し
て
他
の
上
代
文
献
に
も
散
見
す
る
が
、
常
陸
国
風
土
記
は
こ
れ
ら
を
一
括

り
に
扱
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
顕
著
な
例
が
資
料
③
の
「
昔
、
在w

国
巣
〔
俗
語
、
都
知
久
母
。
又
云w

夜
都
賀
波
岐z

〕
山
之
佐
伯
・
野
之
佐
伯q

」

と
い
う
注
記
と
異
族
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
、「
山
之
佐
伯
・
野

之
佐
伯
」
と
い
う
「
国
巣
」
が
お
り
、
ま
た
「
国
巣
」
は
土
地
の
人
の
言
葉

で
は
「
都
知
久
母
」
あ
る
い
は
「
夜
都
賀
波
岐
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
、
と
解

釈
さ
れ
る
。
土
地
の
人
は
蛇
を
夜
刀
神
と
言
っ
て
い
る
、
土
地
の
人
は
山
之

佐
伯
・
野
之
佐
伯
と
い
う
国
巣
を
都
知
久
母
、
夜
都
賀
波
岐
と
言
っ
て
い
る
、

と
い
う
注
記
の
あ
り
方
は
、「
編
述
者
が
示
す
伝
承
（
本
文
）
に
つ
い
て
土

地
の
人
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
伝
承
を
集
成
し
一

つ
の
話
の
中
に
収
め
て
い
こ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る９
。
本

文
に
対
し
て
「
俗
云
（
語
）」
と
注
記
す
る
こ
と
は
、
伝
承
の
中
に
二
つ
の

視
点
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
や
は
り
、
常
陸
国
風
土
記
は
さ
ま
ざ
ま
な
異
族
を

一
括
り
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
言
え
ば
、
ク
ズ
や

サ
エ
キ
、
ま
た
「
東
垂
之
荒
賊
」
な
ど
を
も
一
括
り
に
し
て
、
風
土
記
編
述

者
の
示
す
秩
序
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
異

族
と
そ
の
討
伐
が
記
さ
れ
た
伝
承
は
、
秩
序
か
ら
外
れ
た
も
の
を
示
し
、
そ

れ
を
平
定
す
る
伝
承
を
掲
載
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
秩
序
化
さ
れ
た
常
陸

国
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
るＡ
。

　

夜
刀
神
を
「
打
殺
駈
逐
」
す
る
麻
多
智
の
姿
も
、
資
料
③
の
黒
坂
命
や
資

料
④
の
建
借
間
命
と
い
っ
た
人
物
像
と
重
な
る
と
言
え
、
麻
多
智
の
首
長
的

性
格
と
夜
刀
神
の
異
族
的
な
性
格
は
、
こ
の
伝
承
が
討
伐
伝
承
の
要
素
を
持
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つ
も
の
と
し
て
当
国
風
土
記
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
秩

序
の
外
に
あ
る
も
の
を
討
伐
、
平
定
し
て
い
く
伝
承
に
は
、
そ
の
土
地
が
秩

序
化
さ
れ
安
定
し
て
い
く
こ
と
を
示
す
働
き
が
あ
る
。
夜
刀
神
の
異
族
的
な

性
格
や
、
麻
多
智
の
「
大
起w

怒
情a

着w

被
甲
鎧q

之
、
自
身
執p

仗
」
と
い

う
武
装
、
夜
刀
神
を
「
打
殺
駈
逐
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
伝
承
に
討
伐
伝

承
の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
常
陸
国
風
土
記
に
お
い

て
土
地
に
秩
序
と
安
定
を
も
た
ら
す
伝
承
の
形
式
な
の
で
あ
る
。

三
、
神
と
人
が
関
わ
る
伝
承

　

麻
多
智
の
伝
承
は
討
伐
伝
承
の
要
素
を
持
つ
こ
と
を
前
節
で
述
べ
た
。
そ

れ
は
、
異
族
平
定
を
描
く
討
伐
伝
承
が
自
国
の
秩
序
化
を
示
す
も
の
で
あ
る

こ
と
に
関
係
す
る
。
本
節
で
は
続
け
て
麻
多
智
の
伝
承
の
後
半
、
祭
祀
由
来

の
部
分
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
麻
多
智
が
「
乃
至w

山
口a

標
梲
置w

堺
堀q

」
と
あ
り
、
杖
を
つ
く
こ
と
に
よ
り
始
ま
る
境
界
祭
祀Ｂ
が
描

か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
角
川
文
庫
『
風
土
記
』
が
こ
の
部
分
を
「
地
も
ら
い

の
儀
礼
」
と
読
み
、
小
松
和
彦
も
土
地
占
有
が
描
か
れ
た
も
の
と
す
るＣ
よ
う

に
、
麻
多
智
は
谷
の
占
有
者
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
土
地
の
支
配
者
と

し
て
登
場
し
子
孫
が
代
々
こ
の
土
地
に
根
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
（
傍
線
部

⒠
）、
麻
多
智
は
在
地
性
の
強
い
首
長
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え

る
。

　

境
界
を
さ
だ
め
た
麻
多
智
は
、
夜
刀
神
に
対
し
て
「
自p

此
以
上
、
聴p

為w

神
地z

自p

此
以
下
、
須p

作w

人
田z

自p

今
以
後
、
吾
為w

神
祝a

永
代
敬

祭
。
冀
勿p

祟
勿p

恨
」
と
告
げ
る
。
こ
の
部
分
を
秋
本
吉
徳
は
、「
神
な
る

蛇
に
対
し
て
唱
え
ら
れ
た
祝
詞
の
よ
う
な
も
の
」
で
あ
っ
た
か
と
考
え
るＤ
。

祝
詞
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
当
国
風
土
記
の
祭
祀
記
事
で
ま
と

ま
っ
た
内
容
を
持
つ
も
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
人
か
ら
神
へ
の
呼
び
か
け
」

が
見
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

⑥
茨
城
里
。
自p

此
以
北
、
高
丘
。
名
曰w

晡
時
臥
之
山z

古
老
曰
、
有w

兄
妹
二
人z

兄
名
努
賀
毗
古
、
妹
名
努
賀
毗
咩
。
時
妹
在p

室
、
有p

人
、

不p

知w

姓
名z

常
就
求
婚
、夜
来
昼
去
。遂
成w

夫
婦a

一
夕
懐
妊
。至w

可p

産
月a

終
生w

小
蛇z

明
若p

無p

言
、
闇
与p

母
語
。
於p

是
、
母
伯

驚
奇
、
心
挟w

神
子z

即
盛w

浄
杯a

設p

壇
安
置
。
一
夜
之
間
、
已
満w

杯
中z

更
易p

瓫
而
置
之
、
亦
満w

瓫
内z

如p

此
三
四
、
不p

敢p

用p

器
。

母
告p

子
云
、「
量w

汝
器
宇a

自
知w

神
子z

我
属
之
勢
、
不p

可w

養

長z

宜p

従w

父
所o

在
。
不p

合p

有
此
者
」。
時
子
哀
泣
、
拭p

面
答
云
、

「
謹
承w

母
命z

無w

敢
所o

辞
。
然
、
一
身
独
去
、
無w

人
共
去z

望
請
、

矜
副w

一
小
子q

」。
母
云
、「
我
家
所p

有
、
母
与w

伯
父z

是
亦
汝
明
所

p

知
。
当p

無w

人
相
可o

従
」。
爰
子
含p

恨
而
、
事
不p

吐
之
。
臨w

決
別

時a

不p

勝w

怒
怨a

震w

殺
伯
父q

而
昇p

天
。
時
母
驚
動
、
取p

盆
投
觸
、

子
不p

得p

昇
。
因
留w

此
峯z

所p

盛
瓫
甕
、
今4

存w

片
岡
之
村z

其
子

孫
、
立p

社
致p

祭
、
相
続
不p

絶
。（
以
下
略
之
） 

【
那
賀
郡
】

⑦
東
大
山
、
謂w

賀
毗
礼
之
高
峯z

即
有w

天
神z

名
称w

立
速
男
命z

一

名
速
経
和
気
命
。
本
自p

天
降
、
即
坐w

松
沢
松
樹
八
俣
之
上z

神
祟
甚

厳
。
有p

人
、
向
行w

大
小
便q

之
時
、
令e

示p

災
、
致w

疾
苦q

者
、
近

側
居
人
、
毎
甚
辛
苦
、
具p

状
請p

朝
。
遣w

片
岡
大
連a

敬
祭
祈
曰
、「
今

所p
坐w

此
処a

百
姓
近
家
、
朝
夕
穢
臭
。
理
不p

合p

坐
。
宜
避
移
、
可

p

鎮w
高
山
之
浄
境q

」。
於p

是
、
神
聴w

禱
告a

遂
登w

賀
毗
礼
之
峯z

其
社
、
以p
石
為p

垣
、
中
種
属
甚
多
。
并
、
品
宝
、
弓
桙
釜
器
之
類
、
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皆
成p

石
存
之
。
凡
、
諸
鳥
経
過
者
、
尽
急
飛
避
、
無p

当w

峯
上z

自p

古

然
為
、
今4

亦
同
之
。 

【
久
慈
郡
】

⑥
は
三
輪
山
型
説
話
の
要
素
を
持
ち
、
神
と
人
間
の
間
に
生
ま
れ
た
神
の
子

の
祭
祀
由
来
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
母
は
子
神
の
神
威
の
大
き
さ
を
畏

れ
、「
宜p

従w
父
所o
在
。
不p

合p

有
此
者
」
と
、
父
神
の
元
へ
行
く
よ
う
に

告
げ
る
。
子
神
は
結
果
的
に
晡
時
臥
之
山
の
峯
に
留
ま
り
、
話
は
「
其
子
孫
、

立p

社
致p

祭
、
相
続
不p
絶
」
と
結
ば
れ
る
。
⑦
は
神
の
「
祟
」
を
明
記
し

て
お
り
、
夜
刀
神
の
伝
承
を
考
察
す
る
際
に
度
々
言
及
さ
れ
る
記
事
で
あ

る
。
天
つ
神
と
さ
れ
る
立
速
男
命
を
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
た
片
岡
大
連
が
鎮

め
、
そ
の
方
法
は
「
敬
祭
祈
曰
」
と
表
現
さ
れ
る
。
立
速
男
命
は
片
岡
大
連

の
「
宜
避
移
、
可p

鎮w

高
山
之
浄
境q
」
と
い
う
発
言
を
「
禱
告
」
と
し
て

聴
き
い
れ
、
賀
毗
礼
の
峯
に
登
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
先
の
二
伝
承
の
よ
う

な
祭
祀
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、
社
の
様
子
が
詳
述
さ
れ
、
ま
た
立
速

男
命
が
鎮
座
し
た
山
の
上
を
通
る
鳥
は
素
早
く
そ
こ
を
飛
び
去
り
、
そ
れ
は

古
か
ら
「
今
」
に
い
た
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
伝
承
も
祭
祀

が
「
今
」
に
続
く
こ
と
を
述
べ
る
夜
刀
神
伝
承
、
⑥
の
伝
承
と
共
通
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

神
が
「
祟
」
る
と
明
記
さ
れ
る
伝
承
を
見
る
と
、
夜
刀
神
の
そ
れ
は
開
墾

し
た
田
の
耕
作
を
邪
魔
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
姿
を
見
た
者
の
家
を
滅
ぼ

す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
立
速
男
命
の
祟
り
は
、
近
く
の
住
民
た

ち
が
立
速
男
命
の
方
に
向
っ
て
大
小
便
を
す
る
と
災
い
を
下
し
、
病
気
に
さ

せ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
神
の
祟
り
は
、
土
地
の
人
々
の
生
活
に
非
常
に
身

近
な
も
の
だ
と
言
え
る
。

　

ま
た
三
つ
の
祭
祀
記
事
に
は
、
い
ず
れ
に
も
人
が
神
に
呼
び
か
け
る
表
現

が
見
ら
れ
る
。
神
に
対
し
て
人
の
居
る
場
か
ら
出
て
い
く
よ
う
告
げ
て
お
り

（
前
掲
Ａ
伝
承
傍
線
部
⒟
、
資
料
⑥
⑦
の
太
傍
線
部
）、
三
伝
承
に
共
通
し
て
人
か

ら
追
い
や
ら
れ
る
神
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
麻
多
智
は
境
界
に
立
ち
、
夜

刀
神
に
人
の
領
域
と
神
の
領
域
を
区
別
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
⑦
の
伝

承
で
も
人
か
ら
神
に
対
し
て
、
人
々
の
住
宅
の
側
か
ら
離
れ
鎮
座
す
る
よ
う

述
べ
て
い
る
。
ま
た
⑥
の
伝
承
も
、
子
は
神
で
あ
る
ゆ
え
に
人
間
の
暮
す
場

所
か
ら
出
て
行
く
よ
う
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
常
陸
国
風
土
記
の
祭
祀
記

事
は
、
祭
祀
に
よ
っ
て
神
の
祟
り
が
鎮
ま
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
人
と
神

の
領
域
を
区
切
り
定
め
る
内
容
を
持
つ
。
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
祟
り
は
鎮

め
ら
れ
、
神
の
領
域
と
人
の
生
活
領
域
は
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
祭
祀
記

事
か
ら
は
、
人
の
生
活
領
域
が
安
定
へ
と
向
か
う
経
過
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
麻
多
智
の
伝
承
と
討
伐
伝
承
と
の
類

似
は
、
常
陸
国
の
秩
序
と
安
定
を
示
そ
う
と
す
る
常
陸
国
風
土
記
の
編
纂
意

図
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
当
国
風
土
記
に
お
け
る
祭
祀
由
来
記
事

に
は
領
域
の
確
定
と
い
う
要
素
が
あ
り
、
そ
れ
は
地
域
住
民
の
安
定
し
た
生

活
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
常
陸
国
風
土
記
に
お
い
て
、
討
伐
伝

承
と
祭
祀
由
来
記
事
は
共
に
秩
序
と
安
定
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
麻
多

智
の
伝
承
は
そ
の
両
方
の
要
素
を
持
つ
。
討
伐
と
祭
祀
、「
打
殺
駈
逐
」
と

「
永
代
敬
祭
」
と
い
う
相
容
れ
な
い
二
つ
の
表
現
だ
が
、
目
指
す
も
の
は
同

じ
、
秩
序
化
さ
れ
た
常
陸
国
の
姿
を
描
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

四
、
壬
生
連
麿
の
伝
承

　

麻
多
智
の
伝
承
は
、
秩
序
と
安
定
を
示
そ
う
と
す
る
常
陸
国
風
土
記
の
編
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纂
意
図
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
討
伐
と
祭
祀
と
い

う
二
方
向
か
ら
示
さ
れ
て
い
た
。
で
は
「
其
後
」（
傍
線
部
⒡
）
の
こ
と
と
し

て
記
載
さ
れ
た
壬
生
連
麿
の
伝
承
Ｂ
は
、
い
か
な
る
意
図
で
掲
載
さ
れ
て
い

る
の
か
。

　

麿
は
椎
の
木
に
集
ま
り
去
ろ
う
と
し
な
い
夜
刀
神
に
対
し
て
「
令p

修w

此

池a

要
在p

活p

民
。
何
神
誰
祇
、
不p

従w

風
化q

」
と
言
い
、「
伇
民
」
た
ち

に
「
目
見
雑
物
、
魚
虫
之
類
、
無p

所w

憚
懼a

随
尽
打
殺
」
と
命
令
す
る
（
傍

線
部
⒤
）。「
風
化
」「
伇
民
」
と
い
っ
た
語
は
、
麿
が
政
府
の
施
策
と
し
て

谷
の
占
有
を
行
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
中
央
政
府
の
権
威
を
背
景
に
持
つ

麿
は
、
そ
の
意
向
に
従
わ
な
い
者
は
た
と
え
神
で
あ
っ
て
も
糾
弾
す
る
。
前

節
で
掲
げ
た
資
料
⑦
の
伝
承
に
も
神
と
対
峙
す
る
朝
廷
側
の
人
間
が
描
か
れ

て
い
た
がＥ
、
片
岡
大
連
の
立
速
男
命
に
対
す
る
態
度
は
「
敬
祭
祈
曰
」
と
あ

る
の
に
比
べ
、
麿
の
夜
刀
神
に
対
す
る
態
度
は
「
挙p
声
大
言
」（
傍
線
部
⒣
）

と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
に
神
へ
の
畏
怖
の
念
と
い
っ
た
も
の
は
感
じ
ら
れ
な

い
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
王
権
の
代
行
者
が
示
す
強
い
態
度
で
あ
り
、
常
陸

国
の
行
政
が
王
権
の
論
理
の
も
と
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
中
央
政
府
に
報

告
し
よ
う
と
す
る
編
述
者
の
意
図
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
朝
廷
の
施
策
が
浸
透

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
土
地
に
王
権
の
支
配
が
及
ん
で
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
王
権
的
な
秩
序
の
内
に
あ
る
こ
と
を
示
す
伝
承
と
言
え

る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
Ｂ
の
伝
承
は
孝
徳
朝
に
時
代
を
設
定
し
、
麿
が
「
初
占w

其
谷a

令p

築w

池
堤q

」
と
し
て
い
る
（
傍
線
部
⒢
）。
先
に
見
た
よ
う
に
、

Ａ
の
伝
承
に
は
た
し
か
に
麻
多
智
の
谷
占
有
が
記
さ
れ
て
い
た
。
麻
多
智
に

よ
る
谷
で
の
開
墾
と
占
有
、
そ
し
て
夜
刀
神
祭
祀
が
「
今
」
に
至
る
ま
で
続

く
と
い
う
記
事
に
続
け
て
、
再
び
「
初
め
て

4

4

4

谷
を
占
め
る
」
と
す
る
点
が
注

意
さ
れ
る
。
麻
多
智
の
伝
承
と
麿
の
伝
承
が
ど
の
よ
う
に
接
続
し
て
い
る
か

を
検
討
し
た
い
。

　

常
陸
国
風
土
記
に
は
、「
…
…
天
皇
之
世
」
と
天
皇
名
を
掲
げ
る
こ
と
で

時
代
を
示
す
記
事
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
孝
徳
天
皇
の
時
代
の
こ
と
と
さ
れ
た

記
事
を
見
る
と
、
建
国
・
建
郡
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

⑧
常
陸
国
司
、解
。申w

古
老
相
伝
旧
聞q

事
。問w

国
郡
旧
事a

古
老
答
曰
、

古
者
、
自w

相
摸
国
足
柄
岳
坂q

以
東
諸
県
、
惣w

称
我
姫
国z

是
当
時
、

不p

言w

常
陸z

唯
称w

新
治
筑
波
茨
城
那
賀
久
慈
多
珂
国a

各
遣w

造

別q

令
撿
校
。
其
後
、
至w

難
波
長
柄
豊
前
大
宮
臨
軒
天
皇
之
世a

遣w

高
向
臣
・
中
臣
幡
織
田
連
等a

惣w

領
自p

坂
已
東
之
国z

于p

時
、
我

姫
之
道
、
分
為w

八
国a

常
陸
国
、
居w

其
一q

矣
。（
以
下
、
稿
者
に
よ
る

後
略
） 

【
総
記
】

⑨
行
方
郡
〔
東
南
西
並
流
海
、
北
茨
城
郡
。〕
古
老
曰
、
難
波
長
柄
豊
前

大
宮
馭
宇
天
皇
之
世
、
癸
丑
年
、
茨
城
国
造
、
小
乙
下
壬
生
連
麿
・
那

珂
国
造
、
大
建
壬
生
直
夫
子
等
、
請w

惣
領
高
向
大
夫
・
中
臣
幡
織
田

大
夫
等a

割w

茨
城
地
八
里
那
珂
地
七
里
合
七
百
余
戸a

別
置w

郡
家z

 

【
行
方
郡
】

⑩
香
島
郡
〔
東
大
海
、
南
下
総
常
陸
堺
安
是
湖
、
西
流
海
、
北
那
賀
香
島

堺
阿
多
可
奈
湖
。〕
古
老
曰
、
難
波
長
柄
豊
前
大
朝
馭
宇
天
皇
之
世
、

己
酉
年
、
大
乙
上
中
臣
□
子
・
大
乙
下
中
臣
部
兎
子
等
、
請w

惣
領
高

向
大
夫a

割w

下
総
国
海
上
国
造
部
内
軽
野
以
南
一
里
那
賀
国
造
部
内

寒
田
以
北
五
里a

別
置w

神
郡z

其
処
所p

有
天
之
大
神
社
・
坂
戸
社
・

沼
尾
社
、
合w
三
処a

惣
称w

香
島
天
之
大
神z

因
名p

郡
焉
。〔
風
俗
説
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云w

霰
零
香
島
之
国z

〕 

【
香
島
郡
】

⑪
多
珂
郡
〔
東
南
、
竝
大
海
、
西
北
、
陸
奧
常
陸
二
国
堺
之
高
山
。〕（
稿

者
に
よ
る
中
略
）
其
後
、
至w

難
波
長
柄
豊
前
大
宮
臨
軒
天
皇
之
世a

癸

丑
年
、
多
珂
国
造
石
城
直
美
夜
部
・
石
城
評
造
部
志
許
赤
等
、
請w

申

惣
領
高
向
大
夫a

以w

所
部
遠
隔
往
来
不o

便
、
分
置w

多
珂
・
石
城
二

郡z

〔
石
城
郡
、
今4

存w

陸
奧
国
堺
内z

〕 

【
多
珂
郡
】

総
記
で
は
常
陸
国
建
国
を
孝
徳
天
皇
の
時
代
と
し
、
夜
刀
神
の
伝
承
が
記
載

さ
れ
て
い
る
行
方
郡
の
建
郡
も
孝
徳
朝
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
孝
徳
朝
は

大
化
の
改
新
に
よ
り
行
政
が
一
新
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
う
し
た
史
実
と
は
離
れ
て
も
、
当
国
風
土
記
編
述
者
が
孝
徳
朝
と
い

う
時
代
を
、
創
始
の
時
間
を
示
す
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
麿
の
伝
承
中
の
「
初
め
て
」
と
い
う
語
も
、
孝
徳
朝
を
建
国
・
建
郡
の

時
代
と
す
る
編
述
者
の
認
識
が
反
映
さ
れ
た
表
現
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

麻
多
智
の
伝
承
Ａ
は
継
体
天
皇
の
世
の
出
来
事
と
さ
れ
、
夜
刀
神
祭
祀
を

「
設p

社
初4

祭
者
」
と
表
現
し
、
そ
れ
が
風
土
記
編
纂
の
「
今
」
に
つ
な
が
る

と
結
ん
で
い
たＦ
。
そ
し
て
「
其
後
」
の
伝
承
Ｂ
で
は
、
孝
徳
朝
に
麿
に
よ
る

「
初4

」
の
谷
占
有
が
述
べ
ら
れ
、
再
び
風
土
記
編
纂
の
「
今
」
が
記
さ
れ
て

い
る
（
傍
線
部
⒥
）。
こ
こ
で
麿
の
伝
承
は
麻
多
智
の
伝
承
の
「
其
後
」
の
出

来
事
、
後
日
譚
の
よ
う
な
形
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
麻
多
智
に
よ
る
伝
承

は
「
今
」
も
な
お
こ
の
土
地
に
効
力
を
持
っ
て
お
り
、
麿
に
よ
る
谷
占
有
の

伝
承
は
麻
多
智
の
谷
の
占
有
と
夜
刀
神
祭
祀
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と

思
わ
れ
るＧ
。
継
体
朝
か
ら
「
其
後
」
の
孝
徳
朝
へ
と
い
う
一
方
向
へ
流
れ
る

時
間
軸
を
設
定
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
時
間
軸
が
導
く
「
今
」
は
、
こ
こ

で
は
一
つ
で
は
な
い
。
当
国
風
土
記
編
述
者
の
表
現
は
、
在
地
の
伝
承
か
ら

つ
な
が
る
「
今
」
と
、
王
権
が
も
た
ら
し
た
「
今
」
と
の
両
方
を
尊
重
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
多
田
一
臣
は
、
麻
多
智
の
伝
承
に
よ
る
「
今
」

と
麿
の
伝
承
に
よ
る
「
今
」
の
二
つ
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
を
矛
盾
と
し
、
こ

れ
を
国
家
の
論
理
が
在
地
の
信
仰
を
覆
い
隠
せ
な
か
っ
た
痕
跡
と
見
て
い

る
。
し
か
し
こ
う
し
た
記
載
の
あ
り
方
は
む
し
ろ
、
編
述
者
の
意
図
し
た
も

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

五
、
総
記
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

　

夜
刀
神
伝
承
を
麻
多
智
の
伝
承
と
麿
の
伝
承
に
分
け
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
て

き
た
。
麻
多
智
の
伝
承
Ａ
は
祭
祀
由
来
記
事
に
討
伐
伝
承
の
要
素
を
含
む
も

の
だ
っ
た
。
討
伐
伝
承
の
要
素
と
祭
祀
記
事
は
、
と
も
に
秩
序
化
さ
れ
安
定

し
た
常
陸
国
の
様
子
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
麿
の
伝
承
Ｂ
は
、

王
権
の
支
配
が
常
陸
国
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
Ａ
Ｂ
二
つ
の
伝
承
は
、
共
に
風
土
記
編
纂
の
「
今
」
に
続
く
も
の
と
し

て
併
記
さ
れ
て
い
る
。
両
伝
承
が
そ
れ
ぞ
れ
に
即
し
た
「
今
」
を
述
べ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
常
陸
国
風
土
記
に
は
異
な
る
伝
承
を
併
記
し
、
言
い
連
ね
て

行
く
こ
と
で
そ
の
土
地
の
「
今
」、
す
な
わ
ち
風
土
記
編
述
時
の
現
状
を
よ

り
多
角
的
に
示
そ
う
と
す
る
方
針
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　

常
陸
国
風
土
記
に
は
風
土
記
編
纂
の
「
今
」
を
示
す
記
事
が
散
見
す
る
。

こ
れ
ま
で
掲
げ
て
き
た
資
料
中
に
も
常
陸
国
の
「
今
」
が
随
所
で
示
さ
れ
て

お
り
、
風
土
記
編
纂
時
の
常
陸
国
の
状
況
を
記
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て

い
る
。
編
述
者
は
常
陸
国
を
ど
の
よ
う
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

㋑
所w
以
然
号q

者
、往
来
道
路
、不p

隔w

江
海
之
津
済a

郡
郷
境
堺
、相w

続
山
河
之
峯
谷a

取w

直
通
之
義a

以
為w

名
称q

焉
。
㋺
或
曰
、
倭
武
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天
皇
、
巡w

狩
東
夷
之
国a

幸w

過
新
治
之
県a

所p

遣w

国
造
毗
那
良
珠

命a

新
令p

堀p

井
、
流
泉
浄
澄
、
尤
有w

好
愛z

時
停w

乗
輿a

翫p

水

洗p
手
、
御
衣
之
袖
、
垂p

泉
而
沾
。
便
依w

漬p

袖
之
義a

以
為w

此
国

之
名z 
㋩
風
俗
諺
云s

筑
波
岳
黒
雲
挂
、
衣
袖
漬
国q

是
矣
。
夫
常
陸

国
者
、
堺
是
広
大
、
地
亦
緬
邈
、
土
壤
沃
墳
、
原
野
肥
衍
、
墾
発
之
処
。

山
海
之
利
、
人
人
自
得
、
家
々
足
饒
。
設
、
有i

身
労w

耕
耘a

力
竭w

紡
蚕q

者h

立
即
可p
取w
富
豊a

自
然
応p

免w

貧
窮z

况
復
、
求w

塩
魚

味a

左
山
右
海
。
植p
桑
種p
麻
、
後
野
前
原
。
所p

謂
水
陸
之
府
蔵
、

物
産
之
膏
腴
。
古
人
云w
常
世
之
国a

蓋
疑
此
地
。
但
以w

所p

有
水
田
、

上
小
中
多a

年
遇w

霖
雨a

即
聞w
苗
子
不p

登
之
歎a

歳
逢w

亢
陽a

唯

見w

穀
実
豊
稔
之
歓q

歟
。（
不
略
之
） 

【
総
記
】

右
に
掲
げ
た
の
は
常
陸
国
風
土
記
の
総
記
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
大
き
く
三

つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
冒
頭
で
は
常
陸
国
建
国
の
過
程
を
述
べ
て
い
た
（
前
掲

資
料
⑧
）。
次
に
「
常
陸
」
と
い
う
国
名
の
由
来
を
記
し
、
最
後
は
編
述
者

の
漢
文
知
識
を
駆
使
し
た
文
章
で
常
陸
国
の
様
子
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
う

ち
、
ま
ず
国
名
由
来
に
注
目
し
た
い
。
傍
線
部
㋑
は
当
国
の
地
形
か
ら
導
か

れ
た
地
名
起
源
、「
或
曰
」
と
す
る
傍
線
部
㋺
は
倭
武
天
皇
の
発
言
に
よ
る

地
名
起
源
で
あ
る
。
傍
線
部
㋩
で
は
「
風
俗
諺
」
と
し
て
土
地
で
言
い
な
ら

わ
さ
れ
た
地
名
起
源
を
記
し
て
い
る
。「
倭
武
天
皇
」
と
は
記
・
紀
な
ど
に

は
な
い
常
陸
国
風
土
記
に
特
徴
的
な
表
現
だ
が
、
こ
こ
で
は
王
権
の
権
威
に

よ
っ
た
地
名
起
源
を
語
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
地
方
の
伝
承
に
天
皇
名
や
中

央
の
神
話
体
系
に
位
置
す
る
神
が
現
れ
る
の
は
、
自
分
達
の
土
地
を
権
威
付

け
よ
う
と
す
る
欲
求
か
ら
だ
が
、
常
陸
国
の
国
名
起
源
は
王
権
の
権
威
に
よ

る
伝
承
だ
け
で
な
く
、
地
形
に
よ
る
起
源
や
土
地
の
諺
を
併
記
す
る
の
で
あ

る
。
編
述
者
は
常
陸
の
国
名
を
㋑
地
形
、
㋺
王
権
的
な
説
話
、
㋩
在
地
の
伝

承
と
い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
か
ら
説
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
国
風
土
記
編
述
者
は
常
陸
国
を
「
東
夷
之
国
」
と
記
し
、
ま
た

「
常
世
之
国
」
と
も
記
し
て
い
る
。
橋
本
雅
之
は
「
東
夷
」
ま
た
「
東
垂
」

と
い
っ
た
語
の
漢
籍
で
の
使
用
を
検
討
し
、
常
陸
国
風
土
記
は
常
陸
国
を

「
蛮
人
が
住
む
東
の
果
て
の
国
」
と
し
て
描
い
て
い
る
と
指
摘
す
るＨ
。
在
地

の
人
間
が
自
国
を
「
東
夷
」
と
表
現
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
こ
に
は
編

述
者
の
、
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
司
と
し
て
の
視
点
が
確
認
で
き
る
。
一

方
で
常
陸
国
は
、
同
じ
編
述
者
に
よ
り
常
世
の
国
と
も
賞
揚
さ
れ
て
い
る
。

「
東
夷
之
国
」
と
「
常
世
之
国
」
と
い
う
表
現
と
の
間
に
は
大
き
な
差
が
あ

る
が
、
ど
ち
ら
も
風
土
記
編
述
者
の
常
陸
国
観
を
示
し
た
も
の
と
し
て
見
る

べ
き
だ
ろ
う
。
総
記
は
省
略
が
な
い
と
さ
れ
る
の
で
、
一
つ
の
完
結
し
た
記

事
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
、
常
陸
と
い
う
地
名
起
源
に
つ

い
て
三
伝
承
が
併
記
さ
れ
、
ま
た
常
陸
国
は
「
東
夷
之
国
」
と
あ
ら
わ
さ
れ

た
り
、「
常
世
之
国
」
と
称
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
夜
刀
神
伝

承
に
あ
っ
た
よ
う
な
、
異
伝
や
対
立
・
矛
盾
す
る
事
柄
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が

常
陸
国
の
全
体
像
を
語
る
の
に
有
効
で
あ
れ
ば
書
き
記
し
て
い
く
と
い
う
編

纂
方
針
が
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

第
二
節
に
お
い
て
当
国
風
土
記
の
異
族
観
を
検
討
し
、
風
土
記
編
述
者
は

異
族
を
秩
序
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
だ
が

そ
の
一
方
で
、
当
国
風
土
記
に
は
異
族
の
名
前
が
そ
の
ま
ま
地
名
に
な
る
よ

う
な
伝
承
が
あ
る
。
例
え
ば
行
方
郡
男
高
里
の
地
名
起
源
な
ど
が
そ
う
だ

が
、
風
俗
か
ら
隔
た
る
と
言
わ
れ
る
異
族
と
、
地
名
起
源
に
な
る
ほ
ど
土
地

に
根
ざ
し
た
異
族
と
、
二
つ
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
秩
序
の
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外
に
置
か
れ
た
異
族
観
は
、
お
そ
ら
く
編
述
者
の
価
値
観
を
反
映
し
て
い
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
異
族
の
名
前
が
地
名
に
な
っ
た
記
事
は
、
在
地
の
伝
承
を

踏
襲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
常
陸
国
風
土
記
は
、「
異
族
」

と
い
う
存
在
に
つ
い
て
も
二
種
の
見
解
を
温
存
し
て
い
る
。
王
権
の
論
理
や

編
述
者
の
価
値
観
が
在
地
の
伝
承
を
完
全
に
変
え
て
し
ま
っ
た
り
覆
い
尽
く

し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
伝
承
を
共
存
さ
せ

掲
載
す
る
こ
と
で
常
陸
国
の
全
体
像
と
現
状
を
多
角
的
に
描
く
の
で
あ
る
。

六
、
ま
と
め
と
し
て

　

夜
刀
神
伝
承
に
話
を
戻
し
た
い
。
夜
刀
神
に
対
す
る
信
仰
は
お
そ
ら
く
土

地
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
、
麻
多
智
の
伝
承
が
「
今
」

に
続
く
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
夜
刀
神
は
土
地
の

人
々
に
と
っ
て
信
仰
の
対
象
、
す
な
わ
ち
「
神
」
で
あ
っ
て
も
、
中
央
か
ら

派
遣
さ
れ
た
役
人
で
あ
る
風
土
記
編
述
者
の
目
に
は
、
討
伐
対
象
と
し
て
の

要
素
を
持
ち
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
夜
刀
神
の
描
か
れ
方
や
麻
多
智
の
武
装
、
ま
た
麿
の
強
い
態
度
か

ら
も
推
し
量
ら
れ
る
。
討
伐
伝
承
と
祭
祀
記
事
は
と
も
に
、
常
陸
国
風
土
記

に
と
っ
て
国
の
現
状
を
示
す
の
に
有
効
な
伝
承
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
夜
刀
神

伝
承
は
二
つ
の
伝
承
を
併
記
し
、
麻
多
智
に
よ
る
祭
祀
が
「
今
」
に
続
く
こ

と
を
否
定
せ
ず
、
麿
の
支
配
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

在
地
性
の
強
い
麻
多
智
の
伝
承
に
よ
っ
て
土
地
に
根
ざ
し
た
レ
ベ
ル
で
の
安

定
や
秩
序
を
、
麿
の
伝
承
に
よ
っ
て
行
政
的
な
秩
序
化
や
支
配
が
進
ん
で
い

る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
描
い
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
夜
刀
神
の
伝
承
か
ら
は
、

在
地
の
伝
承
を
王
権
の
論
理
や
中
央
的
な
見
解
で
一
方
的
に
覆
っ
て
い
く
の

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
を
常
陸
国
の
現
状
を
語
る
記
事
の
一
つ
と
し
て
捉
え

よ
う
と
す
る
編
述
者
の
掲
載
方
針
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）　

本
稿
で
引
用
し
た
原
文
中
に
も
何
箇
所
か
省
略
が
あ
る
が
、
特
に
断
わ
り
の

な
い
限
り
、
そ
れ
ら
は
全
て
現
伝
本
が
示
す
記
事
の
省
略
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
た

も
の
で
あ
る
。

（
２
）　

志
田
諄
一
『『
常
陸
国
風
土
記
』
と
説
話
の
研
究
』（
一
九
九
八
年
、
雄
山
閣

出
版
）
九
七
〜
一
一
七
頁
。

（
３
）　

秋
本
吉
徳
「
常
陸
国
風
土
記
と
説
話
」『
古
代
文
学
講
座
10　

古
事
記
・
日

本
書
紀
・
風
土
記
』（
一
九
九
五
年
、
勉
誠
社
）
所
収
。

（
４
）　

藤
原
宇
合
の
関
与
を
早
く
に
指
摘
し
た
の
は
菅
政
友
で
あ
り
（『
菅
政
友
全

集　

全
』
一
九
〇
七
年
、
国
書
刊
行
会
、
六
二
九
〜
六
三
二
頁
）、
秋
本
吉
郎

は
宇
合
説
を
踏
襲
し
な
が
ら
高
橋
虫
麻
呂
の
関
与
を
説
い
た
（『
風
土
記
の
研

究
』
一
九
六
二
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
七
六
〜
一
二
八
頁
）。
ま
た
、
宇
合

や
虫
麻
呂
以
前
に
常
陸
国
に
在
任
し
て
い
た
石
川
難
波
麻
呂
の
関
与
を
想
定
す

る
倉
野
憲
司
の
説
が
あ
る
（『
日
本
文
学
史　

第
三
巻　

大
和
時
代　

下
』
一

九
四
二
年
、
三
省
堂
、
二
一
五
〜
二
一
六
頁
）。

（
５
）　

小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学　

上　

│
│
出
典
論
を
中
心
と
す

る
比
較
文
学
的
考
察
│
│
』（
一
九
六
一
年
、
塙
書
房
）
六
〇
六
〜
六
二
四
頁
。

ま
た
秋
本
吉
徳
も
、
当
国
風
土
記
編
述
者
の
漢
文
に
対
す
る
教
養
の
高
さ
や
修

辞
の
巧
み
さ
に
触
れ
、「
こ
う
し
た
い
わ
ば
文
人
趣
味
的
と
も
言
え
る
傾
向
は
、

た
だ
文
章
表
現
の
上
だ
け
で
は
な
く
、
記
さ
れ
た
内
容
に
ま
で
及
ん
で
い
る
」

と
指
摘
す
る
（
講
談
社
学
術
文
庫
『
常
陸
国
風
土
記
』
二
〇
〇
一
年
、
講
談
社
、

一
九
頁
）。

（
６
）　

こ
う
し
た
理
解
は
肥
後
和
男
『
風
土
記
抄
』（
一
九
四
一
年
、
弘
文
堂
書
房
）

が
「
恐
ら
く
こ
の
社
の
祭
に
こ
の
麻
多
智
の
子
孫
で
あ
る
神
主
が
、
さ
う
し
た

甲
鎧
を
つ
け
て
夜
刀
神
を
駆
逐
す
る
形
を
し
た
」
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
桜
井

好
朗
『
神
々
の
変
貌
』（
二
〇
〇
〇
年
、
筑
摩
書
房
、
二
二
〜
二
三
頁
）
や
、

森
昌
文
「〈
夜
刀
の
神
〉
伝
承
考
」（
帝
京
大
学
理
工
学
部
『
研
究
年
報　

人
文
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編
』
第
８
号
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）
に
よ
っ
て
継
承
、
発
展
さ
れ
て
い
る
。

な
お
森
は
麻
多
智
の
行
動
か
ら
武
人
的
な
人
物
像
を
指
摘
し
て
お
り
、
本
稿
の

主
旨
と
は
異
な
る
が
重
要
な
見
解
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
７
）　

多
田
一
臣
「
夜
刀
神
説
話
を
読
む
」『
古
代
国
家
の
文
学　

│
│
日
本
霊
異

記
と
そ
の
周
辺
』（
一
九
八
八
年
、
三
弥
井
書
店
）。
以
下
、
多
田
の
指
摘
は
全

て
こ
の
論
文
に
よ
る
。
ま
た
、
夜
刀
神
の
伝
承
に
つ
い
て
早
く
に
風
土
記
編
纂

者
の
介
入
を
指
摘
し
た
の
は
志
田
諄
一
『
風
土
記
の
世
界
』（
一
九
七
九
年
、

教
育
社
、
三
二
〜
四
二
頁
）
で
あ
る
。

（
８
）　

飯
泉
健
司
「
風
土
記
本
文
の
生
成
過
程　

│
│
常
陸
国
風
土
記
「
俗
」
字
注

記
を
中
心
に
│
│
」（『
古
代
文
学
』
第
三
九
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
が
、
当

国
風
土
記
の
「
俗
」
注
の
内
容
に
は
施
注
者
の
解
釈
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
説
い

て
い
る
。

（
９
）　

当
国
風
土
記
に
は
「
俗
云
」
の
他
に
「
俗
語
」「
俗
説
謂
」「
風
俗
云
」「
風

俗
諺
云
」「
風
俗
説
云
」
な
ど
様
々
な
注
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
小
泉
道

「
上
代
文
学
に
お
け
る
「
俗
」
の
用
法　

│
│
風
土
記
を
中
心
に
│
│
」（『
光

華
日
本
文
学
』
二
号
、
一
九
九
四
年
七
月
）、
谷
口
雅
博
「『
常
陸
国
風
土
記
』

記
載
「
風
俗
諺
」
の
成
立
」（『
日
本
文
学
論
及
』
第
四
五
号
、
一
九
八
七
年
三

月
）、
飯
泉
前
掲
論
文
な
ど
に
詳
し
い
。
本
稿
で
は
「
俗
」
注
を
「
編
述
者
が

主
張
す
る
、
土
地
の
言
葉
お
よ
び
伝
承
」
と
し
て
大
き
く
捉
え
て
お
く
こ
と
に

す
る
。
谷
口
、
飯
泉
両
論
に
よ
る
と
、
当
国
風
土
記
の
「
俗
」
注
が
純
粋
に
在

地
伝
承
を
導
く
も
の
か
ど
う
か
は
、
一
考
を
要
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
少

な
く
と
も
、「
俗
」
字
を
用
い
る
用
字
意
識
に
は
、
そ
れ
が
在
地
伝
承
と
し
て

読
ま
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
横
山
佳
永
子
「『
常
陸
国

風
土
記
』
の
編
述
態
度　

│
│
異
族
記
事
を
通
し
て
見
え
て
く
る
も
の
│
│
」

（『
古
代
研
究
』
第
三
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
）
が
、
編
述
者
が
種
々
の
異
族

を
同
一
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
10
）　

常
陸
国
風
土
記
に
討
伐
伝
承
が
多
く
記
載
さ
れ
た
背
景
に
は
、
風
土
記
編
纂

の
前
後
の
時
期
に
顕
在
化
し
て
い
た
対
蝦
夷
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
東
国

支
配
の
最
前
線
で
あ
る
常
陸
国
が
中
央
政
府
へ
提
出
す
る
風
土
記
に
多
く
の
討

伐
伝
承
を
掲
載
す
る
こ
と
は
、
自
国
に
求
め
ら
れ
た
役
割
を
十
全
に
果
た
し
て

い
る
こ
と
の
報
告
に
も
な
ろ
う
。
当
国
風
土
記
と
蝦
夷
征
討
に
つ
い
て
は
、
秋

本
吉
徳
前
掲
論
文
「
常
陸
国
風
土
記
と
説
話
」
に
指
摘
が
あ
る
。

（
11
）　

赤
坂
憲
雄
『
境
界
の
発
生
』（
一
九
八
九
年
、
砂
子
屋
書
房
、
一
二
七
〜
一

四
九
頁
）
参
看
。

（
12
）　

小
島
瓔
禮
校
注
、
角
川
文
庫
『
風
土
記
』（
一
九
七
〇
年
、
角
川
書
店
）
三

三
五
頁
、
補
注
六
五
。
小
松
和
彦
「
日
本
神
話
に
お
け
る
占
有
儀
礼　

│
│
風

土
記
を
中
心
に
│
│
」（『
講
座
日
本
の
神
話
７　

日
本
神
話
と
祭
祀
』
一
九
七

七
年
、
有
精
堂
出
版
）。

（
13
）　

前
掲
講
談
社
学
術
文
庫　

七
五
頁
。

（
14
）　

片
岡
大
連
が
と
っ
た
態
度
に
は
、
立
速
男
命
が
「
天
神
」
で
あ
っ
た
こ
と
も

関
係
し
よ
う
。

（
15
）　

桜
井
前
掲
書
は
、
麻
多
智
の
伝
承
に
示
さ
れ
た
「
今
」
と
い
う
時
間
を
、
風

土
記
編
纂
時
で
は
な
く
「
神
話
的
時
間
」「
祭
の
時
間
」
と
し
て
捉
え
て
お
り
、

本
稿
と
は
異
な
る
。

（
16
）　

居
駒
永
幸
「『
風
土
記
』
に
見
る
祟
り
神
信
仰
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』

第
六
三
巻
三
号
、
一
九
九
八
年
三
月
）
は
、
麻
多
智
に
よ
る
祭
祀
伝
承
Ａ
と
麿

に
よ
る
平
定
伝
承
Ｂ
が
、「
共
同
体
と
国
家
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
機
能
し
、
併

存
す
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
17
）　

橋
本
雅
之
『
古
風
土
記
の
研
究
』（
二
〇
〇
七
年
、
和
泉
書
院
）
七
二
〜
七

四
頁
。

※
『
常
陸
国
風
土
記
』
本
文
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
２
『
風
土
記
』（
秋
本

吉
郎
校
注
、
一
九
五
七
年
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
が
、
字
体
等
一
部
改
め
た
と
こ

ろ
が
あ
る
。
分
注
は
〔　

〕
に
括
っ
た
。

※
本
稿
は
、
平
成
十
九
年
度
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
け
る
研
究
発
表

に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
席
上
、
ま
た
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
ご
指
導
を
賜
わ
り
ま

し
た
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


